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平成２０年 第３回 能登町議会臨時会 

会 期 日 程 表 

                              平成２０年１０月 

会  期 日 曜 開議時刻 摘      要 

第 １ 日 ３０ 木 午後２時００分 

開 会 

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名 

会 期 の 決 定 

諸 般 の 報 告 

議 案 上 程 

提 案 理 由 の 説 明 

質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決 

閉 会 
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開 会（午後２時００分） 

 

開会・開議 

 

議長（新平悠紀夫） 

ただいまから、平成２０年第３回能登町議会臨時会を開会します。ただいま

の出席議員数は１９人で、定足数に達しておりますので、これより本日の会議

を開きます。本日の議事日程はお手元に配布のとおりであります。 

 

会議録署名議員の指名 

 

議長（新平悠紀夫） 

 日程第 1「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議規則

第１１９条の規定によって、９番石岡安雄君、１０番菊田俊夫君を指名します。 

 

会期の決定 

 

議長（新平悠紀夫） 

 日程第２「会期の決定」の件を議題にします。 

お諮りします。本臨時会の会期は、本日 1 日にしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声） 

異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日 1 日とすることに決定いたしました。 

 

諸般の報告 

 

議長（新平悠紀夫） 

 日程第３「諸般の報告」を行います。 

地方自治法第１２１条の規定により、本臨時会に説明員の出席を求めたとこ

ろ、説明員として本日の会議に出席している者の職・氏名は、別紙の説明員名

簿として、お手元に配布しましたのでご了承を願います。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

 

議案第７８号、議案第７９号 
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議長（新平悠紀夫） 

日程第４ 議案第７８号「新たに生じた土地の確認について」及び日程第５ 

議案第７９号「字及び小字の区域の変更について」を一括議題といたします。

町長から提案理由の説明を求めます。 

町長持木一茂君 

 

 

提案理由の説明 

 

町長（持木一茂） 

本日ここに、平成２０年第３回能登町議会臨時会を招集いたしましたところ、

議員各位にはご多用の折にもかかわらずご出席賜り、誠にありがとうございま

す。 

本日提案いたしております、議案の提案理由をご説明する前に、一言ごあい

さつを申し上げます。 

 

初めに、能登町消防団三波分団の天幸治嘉班長の選手宣誓で幕を開けた第２

１回全国消防操法大会は、去る１０月１２日に東京ビックサイトで行われ、三

波分団は、ポンプ車の部で、日ごろの訓練の成果をいかんなく発揮され見事準

優勝を果たされました。 

 自分達の町に、3 大会連続で準優勝、優勝、準優勝という大記録を残した、消

防団員がいるというだけで、能登町の住民は、どれだけ心強いことでしょうか。 

これからは能登町消防団のリーダーとして若い団員を指導し、地域防災のため

に頑張ってくれることを期待したいと思います。 

次に、去る１０月１６日の大相撲能登場所を盛大に開催できましたことは、

能登町商工会や能登町相撲協会の方をはじめ、ご協力をいただいた関係各位の

皆様のご支援の賜であり、心から厚く御礼申し上げます。 

当日は秋晴れの好天に恵まれ、朝早くから大勢の相撲ファンの皆さんが、力

士の激しい朝稽古の見学に訪れていました。 

満員御礼となった会場には、テレビでおなじみの人気力士が次々に土俵に上

り、直接生で見る大相撲の醍醐味に内浦体育館内は、２３００人もの観客の大

きな歓声に包まれました。 

今後とも、元気な町を全国に発信するとともに、町民と町が一体となって協

働の町づくりに頑張りたいと思いますので、議員の皆様のお力添えを頂きます

ようお願い申し上げます。 
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それでは、本日ご提案いたしました議案２件につきまして、ご説明いたしま

す。 

 

議案第７８号「新たに生じた土地の確認について」及び議案第７９号「字及

び小字の区域の変更について」の２件についてでございますが、石川県が管理

しております宇出津港内の「ふ頭用地」として、宇出津山分２字の地先公有水

面１００．９１平方メートルを埋め立てしたものであり、今回、新たに生じた

土地の登記手続きを進めるため、町へ変更依頼があったものであります。 

今後の港湾の適正管理を行うためにも、早急に登記事務を完了させる必要が

ありますので、議会の議決を求めるものであります。 

 

以上、本臨時会に提出いたしました議案等につき、その大要をご説明申し上

げましたが、議員各位におかれましては、慎重なるご審議をいただいたうえで、

適切なるご決議を賜わりますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終

わらせていただきます。 

どうかよろしくお願い申し上げます。 

 

 

（委員会付託の件） 

 

議長（新平悠紀夫） 

 以上で、提案理由の説明が終わりました。お諮りします。議案第７８号及び

議案第７９号については、委員会付託を省略し、全体審議といたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

 

異議なしと認めます。 

 よって、議案第７８号及び議案第７９号については、委員会付託を省略し、

全体審議とすることに決定しました。 

 

質  疑 

 

議長（新平悠紀夫） 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。１２番山本一朗君 
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１２番(山本一朗) 

この新たな土地の件でございますが、そこに番地を付ける云々というのは私

は問題はないと思うんですが。町長はこれに番地を付けた後に、これが後背地

に関して過去に１０年程前からずっとこの港町修復といいますか、今、宇出津

の街中をやっている港町らしい景観修復の過程の中で棚木地区の後背地、もっ

と奥にもこれから出てきますが。そういった所が過去に図面といいますか、コ

ンサルタントの設計図に載ってミニ公園化とか、緑地化とかいうような画があ

ったり、文言があったと思うんですが。その辺担当課では、これはこのままに

船着場にしてそのままベタで終らせるのか、どうなのか。 

ただ特に、いま番地が空いた道路までのその背後地ですが、あそこは夜よく

皆さん散歩とか、いろんなことをされておる時に非常に暗いという面があるん

です。そういった時にあってはならないことですが、いろんな変質者が出るよ

うなおそれの場所ともとれるという人がたくさんおられますし、私自身も夜の

散歩などにはちょっと怖いなという思いがあるんですが。 

安全な町づくり等を鑑みまして、それに過去にあった計画そういったものを

この場所にどういうふうにされるのか、今現在のままで番地を付けて、野放し

にしてそのままでいいやというのなら、それでいいんです。過去にあった計画

のあれが、今ここでどう今後活きるのか、活きないのか誰か分かっている担当

課の課長でもいいですよ、誰か説明してくださればちょっといいんですが。お

願いいたします。 

 

休  憩 

 

議長（新平悠紀夫） 

 しばらく休憩いたします。            （午後２時０９分） 

 

 

再  開 

 

議長（新平悠紀夫） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。        （午後２時１０分再開） 

 総務課長下野信行君 

 

総務課長(下野信行) 

  詳細な資料をいま持ち合わせておりませんが、以前の町の構想の中には山本

議員が今言われたような構想はあったように記憶はしておりますが、今整備を
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進めております、まちづくり交付金事業の中には当該、臨港道路と護岸の間の

背後地、県有地ないし国有地なんですけども、そこには計画として現在ござい

ませんのでご了承ください。 

 

議長（新平悠紀夫） 

 よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

 

（「質疑なし」の声） 

 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

 

討  論 

 

議長（新平悠紀夫） 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

（「討論なし」の声） 

 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 

 

採  決 

議案第７８号、議案第７９号 

議長（新平悠紀夫） 

これから、議案第７８号「新たに生じた土地の確認について」及び、議案第

７９号「字及び小字の区域の変更について」の２件を一括採決します。 

お諮りします。議案第７８号及び議案第７９号は、原案のとおり決定するこ

とに賛成する諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

ありがとうございます。起立全員であります。よって議案第７８号及び議案

第７９号は、原案のとおり可決されました。 

 

選任第１号 
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議長（新平悠紀夫） 

日程第６ 選任第１号「能登町議会常任委員会委員の選任について」を議題

といたします。 

お諮りします。能登町議会常任委員会委員の選任につきましては、委員会条

例第８条第１項の規定により、お手元に配布しました名簿のとおり指名したい

と思います。これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

異議なしと認めます。 

 よって、能登町議会常任委員会委員は、お手元に配布しました名簿のとおり

選任することに決定しました。 

 

選任第２号 

議長（新平悠紀夫） 

日程第７ 選任第２号「能登町議会運営委員会委員の選任について」を議題

といたします。 

お諮りします。能登町議会運営委員会委員の選任につきましては、委員会条

例第８条第１項の規定により、お手元に配布しました名簿のとおり指名したい

と思います。これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

異議なしと認めます。 

 よって、能登町議会運営委員会委員は、お手元に配布しました名簿のとおり

選任することに決定いたしました。 

 

 

休  憩 

 

議長（新平悠紀夫） 

 ここで、しばらく休憩いたします。          （午後２時１４分） 

 休憩中に各委員会を開き委員長、副委員長の選任をお願いします。 

 

 

再  開 

 

議長（新平悠紀夫） 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。        （午後２時２４分再開） 

 日程第８ 「各委員会正副委員長互選結果報告」が届いておりますので、申

し上げます。先ほどの休憩中に各委員会が開催され、委員会条例第９条第１項

及び第２項の規定により、各委員会の委員長、副委員長が互選されましたので

ご報告いたします。 

 

 総務常任委員会の委員長に   菊田 俊夫君 同副委員長に酒元 法子君 

 教育民生常任委員会の委員長に 奥成壮三郎君 同副委員長に南  正晴君 

 産業建設常任委員会の委員長に 河田 信彰君 同副委員長に鶴野幸一郎君 

 議会運営委員会の委員長に   大谷内義一君 同副委員長に宮田 勝三君 

 以上のとおりであります。 

 

休  憩 

 

議長（新平悠紀夫） 

 ここで、しばらく休憩いたします。          （午後２時２６分） 

 ここ間に追加日程を配布しますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

再  開 

許可第１号 

議長（新平悠紀夫） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。       （午後２時２７分再開） 

 ただいま、酒元法子君から一身上の理由により、決算特別委員会委員を辞任し

たいとの申し出がありました。 

お諮りします。「決算特別委員会委員の辞任の件」を日程に追加し、追加日程

第１として、日程の順序を変更し、直ちに議題としたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

異議なしと認めます。 

よって、「決算特別委員会委員の辞任の件」を日程に追加し、追加日程第１と

して、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定しました。 

追加日程第１ 許可第１号「決算特別委員会委員の辞任の件」を議題としま

す。 

 地方自治法第１１７条の規定により、酒元法子君の退場を求めます。 
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（１番酒元法子君退場） 

 

お諮りします。本件は、申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありま

せん。 

 

（「異議なし」の声） 

異議なしと認めます。 

 よって、酒元法子君の決算特別委員会委員の辞任を許可することに決定しま

した。 

 ここで、酒元法子君の入場を許可します。 

 

（１番酒元法子君入場） 

 

選任第３号 

議長（新平悠紀夫） 

ただいま、決算特別委員会委員が１名欠けました。 

お諮りします。「決算特別委員会委員の選任について」を日程に追加し、追加

日程第 2 として、日程の順序を変更し、直ちに議題としたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

異議なしと認めます。 

よって、「決算特別委員会委員の選任について」を日程に追加し、追加日程第

2 として、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定しました。 

追加日程第２ 選任第３号「決算特別委員会委員の選任について」を議題と

します。 

お諮りします。決算特別委員会委員の選任については、委員会条例第８条第

１項の規定により、４番南正晴君を指名したいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました南正晴君を決算特別委員会委員に選任す

ることに決定しました。 

 



 10 

閉会中の継続審査の申し出の件 

 

議長（新平悠紀夫） 

日程第９ 「議会運営委員会の閉会中の継続審査申し出の件」を議題としま

す。 

議会運営委員会委員長から会議規則第７５条の規定により、本会議の会議日

程等の議会の運営に関する事項につき、閉会中も引き続き所管事務の審査をし

たいとの申し出があります。 

お諮りします。 

 議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすること

に、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

異議なしと認めます。 

よって、議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査と

することに決定しました。 

 

以上で、本臨時会に付議されました議件は全部終了しました。 

ここで、町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

町長持木一茂君 

 

町長挨拶 

 

町長（持木一茂） 

 平成２０年第３回能登町議会臨時会の終わりにあたりまして、一言ご挨拶さ

せていただきます。 

 議員各位におかれましては、慎重なるご審議を賜わり提出案件を原案どおり

承認可決いただきまして誠にありがとうございます。 

能登の魅力再発見による賑わい創出をコンセプトに７月から１００日間にわ

たり能登ふるさと博が開催されました。元気な能登を全国に発信すべく能登町

におきましても、恋路海岸や宇出津商店街での幻想的なランプシェードの演出、

能登国際女子オープンテニスから大相撲能登場所などいくつかのイベントを催

しましたが、元気な能登町を全国に発信していくためにもここで留まることな

く町民と町が一体となって協働の町づくりを推進していきたいと考えておりま

すので、議員各位のご支援並びに町民各位のご理解とご協力を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げて閉会のご挨拶とさせていただきます。 
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本日はどうもありがとうございました。 

 

閉 議・閉 会 

 

議長（新平悠紀夫） 

これをもちまして、平成２０年第３回能登町議会臨時会を閉会いたします。 

皆様ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

 

 

閉会 午後２時３３分 

 

 

上記、会議の経過を記載し相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

 平成２０年１０月３０日 

 

            能登町議会議長 

 

 

署名議員 

 

 

署名議員 


